日本・ハワイにおける業務提携基本契約書
　Four Seasons Agency of Hawaii Inc（2234 S.king ST Suite 208 Honolulu Hi 96826）（以下、「甲」という。）と株式会社フォーシーズンズ・エージェンシー・オブ・ジャパン（東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F）（以下、「乙」という。）とは相互の信頼関係を基盤に日本における営業経営全権（以下、「営業権」という。）の業務提携について基本契約を締結する。

（目　的）

第１条　本契約は、乙が日本でおこなう営業、経営、運用の全権を甲が承認して、甲の社名、ロゴ、ツアーデスク、電話、メール等のハワイのハードを使用する権利を提供する業務提携を行い、甲及び乙が協力してハワイ地上手配業務、ハワイ日本語現地緊急対応等の事業を推進することを目的とする。

（業務の範囲）

第２条　本契約により甲及び乙が提携する業務の範囲は、甲がハワイにおける地上手配、斡旋、旅程管理、送迎、オプショナルツアー、日本語緊急対応、及びその全ての責任、補償、ハワイお問合せデスクの設置、対応、バゲージハンドリング等の手配、運搬業務等を行い、乙は日本からのハワイ観光客の送客を行う営業・販売業務全般とする。
２　本契約は、甲が乙との協議もなく単独で他社業務提携を行うことを制限するものである。
（資料・情報の提供）

第３条　甲は、社名、ロゴ、ツアーデスク、電話、メールアドレス等の乙の事業開始に必要な情報を提供して、ハワイ地上手配業務、日本語緊急対応業務、送迎、オプショナルツアー業務、バゲージハンドリング業務等における既存資料、及び仕入料金等の情報を乙に提供する。
２　乙が提供を受けた資料・情報の使用期限は、本契約期間中として業務提携解除の際は、乙は速やかに甲に返却しなければならない。但し、やむを得ない事情においては、解除後一年間を猶予とする。
３　甲より提供を受けた資料・情報を使用して、乙が自ら日本において製作したものは全て乙に帰属する。
（進行状況報告）

第４条　甲及び乙は、本契約の有効期間中、定期的に報告会を開催し販売状況、滞在前、滞在中、滞在後の顧客状況について相互に報告を行い、また販売計画の進行その他について協議を行う。

（秘密保持）

第５条　甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意なく、相手方から開示された情報、資料及び本契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の取引情報、業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。

（営業的成果物の帰属）

第６条　日本における取引業者との地上手配契約、取引内容一覧、本業務提携の目的に直接関係する営業、販売、ノウハウ等の営業的成果物は乙に帰属する。
（成果の発表）

第７条　甲又は乙が、本業務提携の成果を外部に発表する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得なければならない。

（契約解除）

第８条　甲又は乙は、他の当事者が次の各号の一に該当したときは、協議を重ね、改善が見込まれない場合は、本契約及びこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができる。

(１)　本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき

(２)　正当な理由なく本業務提携に協力しないとき

(３)　本契約の履行に関し不正、又は不当な行為があったとき

(４)　銀行取引停止処分を受けたとき

(５)　第三者から強制執行を受けたとき

(６)　破産・民事再生、又は会社更生等の申立てがあったとき

（不可抗力）

第９条　本契約上の義務が、以下に定める不可抗力に起因して遅滞若しくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。

(１)　自然災害

(２)　戦争、内乱、暴動、革命及び国家の分裂等の社会的混乱

(３)　政府機関による法令改正

(４)　その他前各号に準ずる事態

２　前項の事態が発生したときは、相手方にただちに不可抗力が発生した旨を報告し、不可抗力の予想される継続期間を通知しなければならない。

３　不可抗力が100日以上継続した場合には、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知をもって本契約を解除することができる。

（契約期間）

第１０条　本契約の有効期間は、２０２２年５月２０日から２０２４年５月１９日までの２年間とする。ただし、期間満了の３か月前までに甲乙いずれからも別段の意思表示がない場合は、同一条件でさらに１年間延長されるものとし、以後も同様とする

（個人情報保護）

第１１条　甲及び乙は、それぞれ相手方の個人情報を厳重に管理するものとし、これを外部に漏洩させてはならない。

（譲渡の禁止）

第１２条　甲及び乙は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、貸与若しくは担保の目的に供してはならない。

（協　議）

第１３条　本契約に定めのない事項、及び本契約の内容に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上別途決定する。
（利用者の保全）

第１４条　甲及び乙は、利用者の保全を優先事項として甲及び乙が協力して業務遂行を行わなければならない。
（管轄裁判所）

第１５条　本契約に関して万一紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
　以上本契約を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保有する。
２０２２年年５月２０日

甲　Four Seasons Agency of Hawaii Inc
2234 S.king ST Suite 208 Honolulu Hi 96826
President 　　　Martin Lee

                                                  　　　　　            
乙　株式会社フォーシーズンズ・エージェンシー・オブ・ジャパン
東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

代表取締役　　　吉田 雄二
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